
病院実務実習関連アンケート調査結果報告 

薬学生病院実習検討委員会 

 

 

薬学生病院実習検討委員会では 2015 年 1 月～2 月に病院実務実習受入状況等および「指

導ポイントを捉えた薬学生病院実務実習指導書 2014」・「実習ポイントを捉えた薬学生病院

実務実習ノート 2014」について会員施設にアンケート調査を実施しましたので、結果につ

いて報告いたします。 

 

【実習受入状況等について】 

関東地区 23 大学に対し実習状況調査を実施した結果、20 大学から回答を得た。 

平成 26 年度全実習学生 3046 名のうち、調整機構枠 15名、独自契約枠 371 名、付属施設 215

名、総計 601 名が神奈川県内の施設で実習を行っていた。実習施設数としては、15 大学の

学生が延べ 182 施設で実習を行った。（ただし県内での実習生が多いと想定される１大学が

未回答） 

 

 

【指導ポイントを捉えた薬学生病院実務実習指導書 2014・実習ポイントを捉えた薬学生病 

院実務実習ノート 2014 についてのアンケート結果について】 

設問１  

実務実習受け入れに際し、神奈川県病院薬剤師会作成の「指導ポイントを捉えた薬学生 

病院実務実習指導書 2014」（以下「指導書」）、「実習ポイントを捉えた薬学生病院実務実 

習ノート 2014」（以下「ノート」）をお使いになりましたか？もしくは、今後お使いにな 

る予定ですか？ 

＜回答＞66 施設中、67％にあたる 44 施設において使用しているとの回答であった。 

 

 

 



 
 

 

設問２  

「指導書」を使用しなかった、一部使用しなかった理由を教えてください。（複数回答可） 

＜回答＞「指導書」を使用しなかった理由としては、「独自のカリキュラム・テキストがあ 

るため」（55％）、「他の指導書を使用したため」（31％）であった。 
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設問１ 「指導書・ノート」を使用したかn=66

使用した・使用する予定 一部使用した・一部使用する予定 使用しない

40％ 27％ 33％
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設問２-２ 「病院実務実習ノート」を使用しな

かった理由n=32

設問２-１ 「病院実務実習指導書」を使用しな

かった理由n=36

設問２「指導書・ノート」を使用しなかった理由

独自のカリキュラム・テキストがあるため 他の指導書を使用したため その他

55％ 31％ 14％

37％ 25％ 38％



設問３ 

「指導書」・「ノート」の各章の感想と改善すべき点がありますか？ 

＜回答＞各章に対しての意見は以下の通りであった。具体的内容が記載されているものも 

見られた。 

 

 
設問４ 

実習受け入れ前の段階で対応困難と思われた SBOsについて実際にどのように対応しまし 

たか？また、記入されている SBOs 以外に対応困難と思われていた項目がありましたら、 

どのように対応したか教えてください。 

＜回答＞6 年制実務実習がスタートした当時に実施困難とされていた SBOs について、「注射 

剤調剤」、「チーム医療への参画」については 90％以上の施設が、自施設で対応し 

ていると回答している。「処方支援への関与」、「院内で調製する製剤」、「薬物モニ 

タリング」についても概ね自施設で対応しているが、約 10％の施設が指導書で対 

応している（「処方支援への関与」11％、「院内で調製する製剤」8％、「薬物モニ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

第１章 調剤（指導書）n=59

第１章 調剤（ノート）n=59

第２章 注射剤調剤（指導書）n=58

第２章 注射剤調剤（ノート）n=58

第３章 医薬品管理（指導書）n=60

第３章 医薬品管理（ノート）n=59

第４章 医薬品情報管理（指導書）n=58

第４章 医薬品情報管理（ノート）n=58

第５章 薬剤管理指導と病棟薬剤業務（指導書）n=59

第５章 薬剤管理指導と病棟薬剤業務（ノート）n=59

第６章 治療的薬物モニタリング（TDM)（指導書）n=59

第６章 治療的薬物モニタリング（TDM)（ノート）n=58

第７章 他職種連携（指導書）n=59

第７章 他職種連携（ノート）n=59

第８章 がん化学療法（指導書）n=57

第８章 がん化学療法（ノート）n=58

第９章 製剤（指導書）n=59

第９章 製剤（ノート）n=59

第１０章 治験管理（指導書）n=58

第１０章 治験管理（ノート）n=58

設問３ 各章の感想と改善すべき点について

使いやすい 使いにくい 改善が必要 使用していない



タリング」16％）。当初は対応困難とされていた SBOsについても自施設で対応で 

きるようになってきていることが解った。「中毒医療への貢献」については約 50％ 

の施設が自施設又は他施設での対応ができず、指導書で対応と回答している。 

 

 

 

【実務実習未受入れ施設向けアンケート結果に対する Q＆A】 

 

Q. 認定実務実習指導薬剤師はどのように取得するのでしょうか。 

A. 規定を満たす経験年数があり、かつ神奈川県病院薬剤師会、神奈川県薬剤師会、関東

地区調整機構が共催している認定実務実習指導薬剤師養成講習会および認定実務実習

指導薬剤師養成ワークショップを修了し、日本薬剤師研修センターに申請することで

取得できます。詳細は日本薬剤師研修センターホームページ「認定実務実習指導薬剤

師認定制度実施要領」（http://www.jpec.or.jp/download/ninteijitsumu_yoryo.pdf）

をご覧ください。 

 

Q. 実務実習を具体的にどのように進めればよいのでしょうか。 

A. 神奈川県病院薬剤師会編「指導ポイントを捉えた薬学生病院実務実習指導書 2014」を

参考に実習を進めていくことができます。なお、神奈川県病院薬剤師会薬学生病院実

習検討委員会の委員が在籍している各施設で実務実習の進め方等について見学するこ

とが可能です。ご希望の方は事務局までお問い合わせください。 

 

Q. 自施設で実施することが困難な項目（SBOs）はどのように対応すればよいでしょうか。 

A. 神奈川県病院薬剤師会編「実習ポイントを捉えた薬学生病院実務実習ノート 2014」、「実

習ポイントを捉えた薬学生病院実務実習ノート 2014」を用いて指導する方法がありま

す。なお、自施設で実施することが困難な項目がある会員施設の中には、他の実施可

能な施設に当該項目のみ受け入れを依頼している施設もあるようです。 

 

 

皆さんからのご意見は今後の参考にさせていただきます。アンケートへのご協力ありが

とうございました。 

今後も薬学生病院実習検討委員会の活動にご協力をお願いいたします。 

 


